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１ 事業の目的 

民間事業者等が実施するイベント開催等の新たな取組みを支援することにより、観光客

の誘客、滞在時間の延長及び消費活動を促進することを目的として実施するものです。 

 

 

２ 対象者 

次のいずれかに該当する者を対象とします。 

・法人格を有する民間事業者又はその者を含む団体 

・組織の運営に関する規約、会則その他これらに準ずる書類を有する団体 

 ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象となりません。 

 ①政治活動または宗教活動を主な目的とする団体 

 ②暴力団の統制下にある団体又は暴力団の構成員の統制下にある団体 

  

 

３ 対象事業及び補助金額等 

（１）対象事業 

・本事業の趣旨に沿い久留米市内で実施される久留米の魅力発信に繋がる事業であること 

・新規事業又は既存事業を拡充した取り組みであること。 

・市域以上の広い地域に周知を行い実施する取り組みであること。 

・久留米市内で事業を実施している事業者１者以上が補助事業に関わること。 

・イベントの場合、有償での入場者のみを対象としたものでないこと。 
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（２）対象メニュー及び補助金額等 

メニュー① 大規模イベントによる集客、賑わい創出 

補助事業の内容 遠方も含めた観光誘客・経済効果が期待できる大規模イベントの

実施 

補助率 補助対象経費の１／２ 

補助限度額 5,000 千円 

補助条件 総事業費 20,000 千円以上かつ来場者が 10,000 人以上見込まれる

もの（他補助金との重複受給可。但し久留米市補助金は除く） 

対象事業の例 ・大規模音楽フェス 

・独創的なアートフェスティバル 

 

 

メニュー② 新たな観光誘客チャレンジ 

補助事業の内容 久留米の魅力を活用した新規・既存拡充イベント等の実施、観光

誘客につながる取組み 

補助率 補助対象経費の１／２ 

補助限度額 1,000 千円 

補助条件 総事業費が 1,000 千円以上の事業（他補助金との重複受給不可） 

対象事業の例 ・久留米の食をテーマとしたイベント、キャンペーンの実施 

・新しい土産商品の開発 

・ナイトツアーの造成、モニターツアーの実施 

 

（３）留意点 

審査の結果、上位のものから順に予算の範囲内で採択するため、下位の事業については一

部減額して採択となる場合があります。 
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４ 補助対象経費 

費目 内容 

①報償費 出演者や専門家等への謝金 

②賃金 事業実施のために臨時的に雇い入れた者に対して支払われる経費 

③旅費 出演者や専門家等の旅費 

④消耗品費 消耗品の購入費（単価が１万円未満のもの） 

⑤印刷製本費 ポスターやチラシの印刷費 

⑥保険料 イベント保険、スタッフの損害賠償保険等 

⑦運搬費 運送、郵送に係る経費 

⑧委託料 警備委託や会場設営、パッケージデザインやマーケティング調査等の

委託にかかる経費 

⑨広告宣伝費 有料広告など事業の広告宣伝にかかる経費 

⑩使用料賃借料 会場使用料、音響機材の借上料、その他機器のレンタル料等 

⑪備品購入費 土産品等の製作に要する機器・設備等の購入にかかる経費 

⑫原材料費 土産品等のサンプル商品の製作にかかる経費 

⑬工事費 土産品の加工を行う設備の設置、改修にかかる経費 

その他 その他事業実施に必要な経費で(公財)久留米観光コンベンション国

際交流協会理事長が特に認めるもの 

 

以下のものは補助の対象から除きます。 

 

＜補助対象外経費の例＞ 

・交際費（例：出演者への報償金以外の贈答品購入代金、接待費等） 

・食糧費（例：打ち合わせ・打ち上げ等にかかる飲食費等） 

・団体の経常的な活動に要する経費（例：事務所等の家賃や事務管理費等） 

・汎用性の高い機器の購入代金 

・記念品、商品券等の金券の購入代金 

・事業により収益を得る部分に要する経費 

・消費税及び地方消費税 

・領収書等により事業実施団体が支払ったことが明確に確認できない経費 

・その他、事業に直接関わらない経費や社会通念上適切でない経費 
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５ スケジュール 

 時期 内容 提出物等 

令和６年６月２１日まで 提案書の提出 ６（１）参照 

令和６年７月上旬  提案の審査 ﾒﾆｭｰ①：書類審査および 

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ審査 

ﾒﾆｭｰ②：提案書の書類審査 

令和６年７月中下旬 交付決定 ・交付申請書 

交付決定の日から 

令和７年３月１５日まで 

事業の実施  

事業完了後 30 日以内もしくは令和７

年 3 月１５日までのいずれか早い日 

実績報告 ６（２）参照 

 補助金の交付 ・請求書 

 

 

６ 提出書類 

(1)応募書類（以下、「提案書」という。） 

□ くるめの新たな賑わい創出支援事業提案申込書（第１号様式） 

□ 添付書類 

・事業計画書（第２号様式、第２号様式－２） 

・収支予算書（第３号様式） 

・団体概要調書（第４号様式） 

・実施体制（第５号様式、任意様式可） 

・事業スケジュール（第６号様式、任意様式可） 

・役員等調書及び照会承諾書（第７号様式） 

・その他事業内容がわかるもの（企画書など。任意様式） 

 

（２）実績報告書類 

□ くるめの新しいにぎわい創出支援補助金実績報告書（第８号様式） 

□ 添付書類 

・事業報告書（第９号様式） 

・収支決算書（第１０号様式）および補助対象経費に関する全ての領収書等の写し 

・事業を実施したことが分かる資料（写真・作成物等） 

 

(3)提出方法 

 ①提 出 先 (公財)久留米観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ国際交流協会 誘致広報課 担当:加来(かく)、後藤 

〒830-0031 久留米市六ツ門町３－１１ くるめりあ六ツ門６F 

Mail: ktie@ktarn.jp 

 ②提出方法 提出先へ関係書類を直接提出または郵送、メールにて送付（6 月 21 日必着） 
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７ 選考方法及び選考結果の通知 

くるめの新たなにぎわい創出支援補助金選定委員会（以下、「委員会」という。）において、

提案書またはプレゼンテーションの内容に基づき審査を行い、事業の選定を行います。 

(1)審査項目 

・計画性  ・企画力  ・波及力  ・発信力 

・継続性、発展性    ・安全性 

 

(2)選考の実施方法 

メニュー①は提案書の書類審査および提案者によるプレゼンテーション審査、メニュー

②は提案書の書類審査により選考を行います。 

（メニュー①の選考について） 

・書類審査のみで不採択となる場合があります。その場合は、プレゼンテーション審査は

実施しません。 

・プレゼンテーション審査を行う団体には、日時・場所等を後日連絡いたします。 

・プレゼンテーションの際には、委員会がプロジェクター、スクリーンを用意しますが、

その他の機器（パソコン等）が必要な場合は提案者がご準備ください。 

 

 

８ 補助事業の実施 

補助事業の着手は、補助金の交付決定日以降となります。それ以前の事業着手（契約締

結、物品の購入等）は補助対象外となりますのでご注意ください。 

 

【留意事項】 

・参加者数の集計やアンケート実施など、事業効果の検証を行ってください。 

・事業実施にあたっては、地元住民の迷惑（騒音等）とならないよう、地元への配慮 

を十分に行い、必要に応じて近隣への周知等を行ってください。 

・各種法規制等を十分考慮し、遵守してください。 

・事故等が発生しないよう、安全対策を十分に実施してください。なお、必要に応じて保

険等の加入や警備体制の強化を求める場合があります。 

・事務局より、事業の進捗状況等に関する報告を求める場合があります。 

 

事務局（問い合わせ先） 

公益財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会 誘致広報課 

担当：加来（かく）、後藤 

〒830-0031 久留米市六ツ門町３－１１ くるめりあ六ツ門６F 

電話：０９４２－３１－１７１７ 

メールアドレス：ktie@ktarn.jp 


